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（１）第３期中原区地域福祉計画策定の経過 

 

年月日 会議等 主な内容 

平成22年 

４月22日 

第１回 

中原区地域福祉計画 

調整部会 

第３期中原区地域福祉計画策定に向けての意見交換 

５月27日 第１回 

中原区地域福祉計画 

推進検討会議 

第２期中原区地域福祉計画の進捗状況 

第３期中原区地域福祉計画策定に向けた現状と課題 

骨子案の検討 

策定スケジュール 

６月21日 第２回 

中原区地域福祉計画 

調整部会 

第３期中原区地域福祉計画骨子案の検討 

８月10日 第２回 

中原区地域福祉計画 

推進検討会議 

第３期中原区地域福祉計画骨子案の承認 

地域福祉計画の基本内容について 

マップ、関連事業について 

９月30日 第３回 

中原区地域福祉計画 

調整部会 

第３期中原区地域福祉計画素案の検討 

10月20日 第３回 

中原区地域福祉計画 

推進検討会議 

第３期中原区地域福祉計画素案について 

12月 中原区地域福祉計画推進検討会議委員により第3期中原区地域福祉計画素案の承

認 

平成23年 

１月～２月 

パブリックコメント 意見募集 

２月14日 区民説明会 第3期川崎市地域福祉計画（案）の説明 

第3期中原区地域福祉計画（案）の説明 

講演会 

意見交換 

2月22日 第4回 

中原区地域福祉計画

調整部会 

第3期中原区地域福祉計画素案について 

３月 区民説明会、パブリックコメントを経て、中原区地域福祉計画推進検討会議委員

により第3期中原区地域福祉計画の承認 
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■ 区民説明会を実施して 

中原区では、第3期中原区地域福祉計画策定に向け、計画（案）の説明会と地域福祉の

普及啓発を目的とした講演会を開催しました。 

第３期中原区地域福祉計画は、「１人の力を大きな力に！できることからはじめよう」

をキーワードに地域ぐるみで行う地域福祉をめざしています。 

また、区民の方に分かりやすい表現を心がけました。その結果、84.7％の方から、計

画案の趣旨について理解・協力できる内容との回答が得られました。 

さらに、地域福祉の普及啓発及び中原区がめざす地域福祉について理解を深めてもら

うため、「住み慣れた地域の中で～介護の現場から見た地域福祉～」と題した講演会を

実施しました。住み慣れた地域の中で生活を続けていくには地域との関わりや地域の理

解が必要であることなど、実際に行われている活動を基にした講演が行われました。今

回の区民説明会に参加した、約４割の方が今後、ワークショップや講演会等の地域活動

に参加したいという回答でした。 

 

１ 区民説明会概要 

日  時：平成23年２月14日（月）14時～16時 

場  所：中原区役所501会議室 

参加者数：106人 

内  容：第３期川崎市地域福祉計画（案）説明、第３期中原区地域福祉計画（案）説明

    講演「住み慣れた地域の中で ～介護の現場から見た地域福祉～」 

       講師 柴田 範子 氏（東洋大学准教授） 

    区民説明会質疑応答 

 

２ 質疑応答について 

   （１）意見用紙受理数 12枚 ＊パプリックコメントによる意見数 ０枚  

 （２）質疑応答と対応  中原区への意見数 ７件 

    【御意見に対する市の考え方の区分】 

     A 御意見を踏まえ、第３期計画に反映させるもの 

     B 第３期計画（案）にそった御意見であり、第３期計画に反映されているもの 

     C 今後の施策の展開の参考とさせていただくもの 

     D その他 

市の考え方（単位：件） 
項 目 件数

A B C D 

第３期計画（案）全般に関すること ３ ２ １ 

具体的事業に関すること ４ ４  

合  計 ７ ６ １ 
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３ 参加票の集計結果  回収数79枚（回収率 74.5％） 
 

①地域福祉計画（案）の趣旨について（理解・協力できる内容か） 

計画の趣旨を理解・協力できる内容と回答した人は84.7％でした。 

 

  

 

 

      

 

 

 多岐広範囲にわたり検討されている。この計画が確実に進行され区民が安らかに

生活できるようになることを望んでいる。 

 もう少し具体例があれば分かりやすかったと思う。 

 

②地域福祉についての講演会 

「住み慣れた地域の中で～介護の現場から見た地域福祉～」について 

 講演会がよかった。健康と社会の実益をも兼ねて、ボランティア活動に参加した

い。 

 地域との関係が素晴らしい。心で思っていても、一歩前進できない人が多いと思

う。良い講演会でした。 

 住み慣れた地域の中で人生の終わりを迎えることが出来たら、こんなにうれしい

ことはないと思う。1 人ででもできることから、声かけ、あいさつ、人とのつな

がりを大切にしたい。 

 誰もが住み慣れた地域でと思っている。なかなか思うようにできないが、ちょっ

ぴり協力して下さる方がいればと思う。 

 1 人 1 人の力がどんなに大きく力強いか、改めて感じた。『行動する後ろ姿を見

せる』ことが人を育てることにつながると感じた。 

 具体例を出しての講演会は分かりやすくよい。 

 心に寄り添う関わりの方向性を示していただいた。自分のこととして考えてみた

い。 

 今回は、高齢者についての内容だったが、並行して子どもにも目を向けるものも

あるとよいと思った。 

 

③ワークショップや講演会、地域活動等への参加意向について 

今後、ワークショップや講演会、地域活動等に参加したい人は39.3％でした。 

未記入や「その他」の中には、すでに活動を開始していると回答している人が多く

いました。 

 

 

 

 

31.6% 17.7% 35.4% 6.3% 7.7%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者　n=79

理解できた やや理解できた ふつう ややわかりにくい 分かりにくい 未記入

12.7 20.3 6.3 15.2 45.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者　n=79

ワークショップに
参加したい　　　

講演会に
参加したい

地域福祉活動に
参加したい

その他 未記入
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（２）中原区地域福祉計画推進検討会議設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 中原区地域福祉計画における進捗状況の管理・評価を行い、社会状況等に応じた

計画の見直し及び事業展開を図るため、中原区地域福祉計画推進検討会議（以下

「推進会議」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 推進会議は、地域福祉計画に関する事項について協議し、その結果を区長に報告

する。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。 

（１）学識経験者 

（２）福祉、保健及び医療関係団体の代表 

（３）市民団体の代表 

（４）ボランティア組織の代表 

（５）社会福祉当事者組織の代表 

（６）公募区民 

（７）関係行政機関職員 

（８）その他区長が特に認めた者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。なお、推進会議設置当初

の委員の任期は、平成２０年３月３１日までとする。 

２ 欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱する。ただし任期は前任者の残任期間と

する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議には委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

 

（作業部会等） 

第７条 必要な資料の収集、調査、地域福祉講座に関すること、その他各種の研究を行う

ため、推進会議のもとに作業部会等を置くことができる。 
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（中原区地域福祉計画調整部会） 

２ 推進会議の円滑な運営を図るため、別表１に掲げる職の職員で組織する中原区地

域福祉計画調整部会（以下「調整部会」という。）を置き、検討課題等の整理、関

係各課間の事前調整等を行う。 

（１）調整部会に座長を置き、座長は地域保健福祉課長をもって充てる。 

（２）調整部会は座長が招集し、その議長となる。 

 

（その他の作業部会） 

３ 他の作業部会の委員は、推進会議委員の中から選任された委員及び部会長が特に

認めた者で組織する。 

（１）作業部会には部会長及び副部会長各１名を置き、委員の互選によるものとする。 

（２）作業部会は部会長が招集し、その議長となる。 

（３）部会長は作業部会の事務を掌理し、部会の審議結果を推進会議に報告する。 

 

（調査研究の意見聴取会） 

４ 特定の分野に関して専門的な調査研究を行うため、必要に応じ関係者等の出席を

求め、説明及び意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第８条 推進会議及び部会等の庶務は、中原区役所保健福祉センター地域保健福祉課にお

いて処理する。 

 

（会議の公開） 

第９条 推進会議の会議公開については、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例（平

成１１年３月条例第２号）によるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って決める。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年１月１日から施行する。  

 

附則 

この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。  
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（３）中原区地域福祉計画推進検討会議委員名簿 

氏名 所属団体 職名 

◎ 柴田 範子 東洋大学ライフデザイン学部 准教授 

○ 冨岡 茂太郎 中原区社会福祉協議会 理事 

 田中 洋一 中原区医師会 会長 

 松原 清一 中原区町内会連絡協議会 副会長 

 杉野 茂彦 中原区民生委員児童委員協議会 会長 

 松本 玲子 中原区子育て支援推進実行委員会 委員 

 新井 靖子 NPO 法人わになろう会 理事長 

 井上 一枝 中原コミュニティケアほほえみ 会長 

 渡辺 政勝 なかはらボランティア連絡会  

 大平 正子 さくらんぼの会 副代表 

 岩田 みつえ 川崎市食生活改善推進員連絡協議会中原地区 書記 

 湯前 親 とどろき地域包括支援センター センター長 

 大杉 くら 川崎市心身障害者地域福祉協会 中原支部長 

 芳賀 誠 NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント 理事 

 金子 孝三 公募委員  

 増田 唯子 公募委員  

 山崎 信喜 中原区役所 
副区長（区民協働推
進部長） 

 都所 正紀 中原区役所保健福祉センター  所長 

 石津 博子 中原区役所保健福祉センター  副所長 

 豆白 保雄 中原区役所こども支援室 室長 

◎：委員長 ○：副委員長 （順不同 敬称略 職名は平成22年11月1日現在） 
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平成23（2011）年３月 

川崎市中原区役所 保健福祉センター地域保健福祉課 

〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245 

  Ｔ Ｅ Ｌ 044-744-3252 

 


